
労働局⻑登録教習機関
お問い合わせ お申し込みは

の教習 全社広告

それぞれの教習所で講習内容は異なります
教習所にご確認お願いします

クレーン・玉掛け クレーン業務一連の資格：クレーンセット講習の相談も
玉掛け５年経過者の再教育も

技能講習：玉掛けの作業 /小型移動式クレーン運転 / 床上操作式クレーン運転　　５年経過者再教育（安全衛生）
特別教育：玉掛け (1t 未満）/ 小型クレーン（5t 未満）/ 小型移動式クレーン（1t 未満）

茨⽊教習所からのご案内1

茨⽊教習所
TEL: 072-641-1121／FAX︓072-641-1120

茨⽊

■受講申込についてのご案内

仮予約は、お電話またはインターネットよりお申込ください。

仮予約後、受講⽇の1週間前までに受講申込書の提出（郵送または持
参）と受講料のお振込みをお願いします。
・申込書に必要事項をご記⼊の上、証明写真1枚（4cm×3cm、デジカ
メ・カラーコピーは不可） と本⼈確認書類写しを貼付下さい。
なお、免除コースでお申込の⽅は、必要な資格証写しと証明書類も添付
下さい。

期⽇を過ぎますと予約は⾃動的にキャンセルとなります。また、予約がキャン
セルになった旨の連絡はいたしませんのでご了承下さい。

※予約の変更は1回限り可能です。
変更⽇が3か⽉を過ぎる場合は申込書を⼀旦返送いたします。
また、お振込み頂いた受講料はお振込みにて返⾦させて頂きます。

（振込⼿数料はご負担ください。）
※キャンセルの場合の申込書は破棄させて頂きます。（必要な場合はご
連絡ください。）

NTA80031


NTA80031


NTA80031


NTA80031

修了証の再交付・書替えについて

NTA80031

当教習センターで取得された修了証の再交付・書替えをご希望の方は
事前にお電話で必要書類等のご確認をお願いします。

来所される場合は、前もってご連絡の上9：00～16：30までに必要書類一式を
ご持参ください。（土日祝日除く）

郵送の場合は、現金書留にて必要書類一式をご郵送ください。
※不備がありますと再交付・書替えができませんのでご注意ください。


